
知事からの意見聴取に対する回答の報告について

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づき、平成25
年8月30日付教職第288号により知事から意見を求められた平成25年9月定例県
議会に提出される次の報告案件について、異議がない旨を回答したことを報
告する。

平成25年8月30日

奈良県教育委員会教育長

（報告案件）

退職手当返還請求事件について

［根拠規定］

●地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第二十九条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分そ

の他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成す

る場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。

●奈良県教育委員会の権限に属する事務の一部委任と臨時代理に関する規則

第二条 委員会は次に掲げる事項を除きその権限に属する事務を教育長に委任する。

略

十四 教育に関する予算及び議会の議決を経るべき議案についての意見の申出

略

第四条 委員会は、その議決に基づき第二条各号に掲げる事務（ただし、法律第二十六

条第二項各号に規定するものを除く。）につき教育長に委任し教育長をして臨時に代

理させ、又は専決させることができる。

２ 教育長は、緊急やむを得ないときは前項の規定にかかわらず、委員会の議決を経る

ことなく第二条各号に掲げる事務を臨時に代理することができる。この場合において

は教育長は次の委員会の会議に報告しなければならない。



退職手当返還請求事件について

葛城簡易裁判所平成25年（ロ）第409号支払督促申立事件については、相手方の異議申立てにより、訴えを提起する。

平成25年8月30日専決

奈良県知事 荒 井 正 吾

１ 訴訟の相手方 橿原市膳夫町557番地の３ シャルマンコーポ八木東517号 辻 岡 秀 子

２ 訴訟の要旨 退職手当返還請求訴訟の提起

３ 提 訴 先 奈良地方裁判所
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